
別紙様式

重要事項説明書

叫人年）lI I イrfl l 7 q :・ l } l :} l| | 

，辿人者名 泊lIli,f 喜：｛ ＼．J’・ 

1iJr/1J:1・職名 f ¥・ }之lI又廂i'if文‘

※サービス付き高齢者訓け（］定の登録を受けてし、るイl料ど人ホームにつし、ては、「｛禿緑l|l[h,1位）添付阻紺加）参

与とする様式につしヽて（平成23年 10 JJ 7 11付けI',JI1・：労働省ど健），』j闊齢者支援課k• 1q I交辿省(l:‘む）1,j安心

い(l・：椎進課長I;務連絡）」の別紙4の記載内容を合わせて品1収して氾し文えありません その場合、以ドの 1か

ら3まで及び6の内容については、別紙4の品1収内容で説明されてし、るものとみなし、欄I,1体を削除して氾し

文えありません

1 事業主体概要

1i業 l：体の名称、 じたる'|i務所の所在地及び屯話番砂その他の述絡先

・Ji:業i・：体の名称 法人郊の種類 なし |逗 ： 
： 

名称 エンジョイライフカプシキガイシャ

エンジョイライフ株式会社

’li・業じ体の l・：たる'li務 〒 799・1354

所の所在地 愛媛県西条市北条472沿地3

屯，訴番り・ 0898・55・8111 

9|i：菜t（本の連絡先 FAX番り・ 0898・55・8109 

メールアドレス enjoylefetamanoe@n血-or.ocn.ne.jp

ホームヘージ なし

アドレス ⑥う： http://www.enjoylefe.jp

•li業 l :体の代表者の 氏名 泊Ilif ，＇り代（・

氏名及び職名 職名 代表取紺i役

1t業j~体の設 』ヽ＇：年） J 11 
‘Iと）J父20イド10)]30 11 

i：な尖／j他lf業 ※別添l聞に実施する介護サービス•覧表）

2 有料老人ホーム事業の概要

（住まいの概要）
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エンジョイライフ 1羹ダI:
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I ji在地 799-1363 

愛媛県西条市 1辺公1:317

j：な利川父辿手段 最寄！り）｛ 伊f,|：．之il..,.'i/{ 

交通手段と所疫II、If|iil 徒歩： 1,．之iI.]沢から徒歩5分

[I‘*JIJ1ドの場合

4寸公インターチェンジから5分

東fJ‘j-)ji（インターチェンジから5分

述絡先 屯話番り・ 0898-55・8111 

FAX番砂 0898・55・8109 

メールアドレス enjoylefetamanoe@皿l'l'Ol'.OCI1.I1e.jp

ホームヘージアドレス http:// W¥畑．enjoylefe.jp

狩i用者 氏名 濱lllif :、名代（•

職名 介護文援lが1"lil

紐物の竣 1・.1I ‘I;·}J父 26 什 :• 12 月 10 11 

イi料老人ホーム’li業のI)廿始II ‘I；ー／J父27｛ド 1J J 15 11 

（類型）【表示事項】

1 介護付(·般刑特疋施設人｝，1:· 者•11 ：ヽ．活介護を提供するJ場合）

2 介訛付（外部サービス利川刑牡祉施設人｝，叶者＇卜括介,{IQを提供する均合）

R fl・：‘む）fj'!
4 健康刑

l又は2に 介護保険'11:裳者番り・

該‘りする場合 指疋した1『I治体名 リ，し (1| i) 

1i業所の指如I ィl;. Jj 11 

指叡）史祈11 （直近） り：． 月 11 

3 土地建物概要

l ：地 敷地l(fi柏 977. 23,n2 

所イi関係 o ,li業者が1’Iら所イiする 1・：地
2 1}業者が賃借する 1：地 （将辿竹借・定期竹借）

抵‘11権のイi無 l あり 2 なし

契約期間 1 あり

（ q :) j 11~ 年月 II) 

2 なし
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拠約のI'園j史祈 1 あり 2 なし

仕物 延床面柏 仝体 621. 79 m" 

うち、老人ホーム部分 :311. 72 m" 

耐火構造 I 耐火建槃物

＠準耐火伽認物

;3 その他（ ） 

構造 1 鉄筋コンクリート造

2 鉄竹造

Q 木造
4 その他（ ） 

所｛i|~l係 0 •li業行が 1 、 1 ら所イげる建物

2 ']i業者が賃借する建物（i¥（｛辿賃借・加り1tt(ili)

抵‘り権の設走 1 あり 2 なし

斐約期間 I あり

（ { | :.J l 11~ { | :. l l 11) 

2 なし

拠約の1'1動史祈 I あり 2 なし

), l }末の状況

゜
令屯iIh怜：（縁故者），lぽを含む）

屈室区分 2 相部）やあり

［此I.<’lば！rl】 最少 人{fI:Iぅ；

最大 人部）や

-------- トイレ 浴屯 1(1i栢 J場女・宅数 区分※

タイフ 1 〇／無 イi{ 18. 22 m' ， 一般居室
タイフ 2 ⑤/J!l~ イi倉 18. 68 m" l 一般居室

タイフ 3 イi／無 イi／無 mと

タイフ 4 イi／無 イi/)!!{ 吋

タイフ 5 イi／無 イi／無 I廿

タイフ 6 イi／無 イ［／無 ma 

タイフ 7 イi／無 イi／無 m2 

タイフ 8 イi／無 イi/!!!「、・ nf 

タイフ 9 イi／無 イi／無 ma 

タイフ 10 イi／無 イi／無 m2 

※ 「 •般屈室{|,~,宅」 「般般），序紐II部加 「介泄｝，叶宅（I,';|宅」「介，；般｝，か叫II部｝和 「・時介，護完」の別を，記人

即 II施，役 共JIjf史所における うち男女別の対応がII［能な便））｝ ヶ所

i如J}
lヶ所

うち中オ(oi(•節0)対応がfl［能な（史／刀 1ヶ所

{Ihl‘+: 1ヶ所
共川浴‘全 lヶ所

人裕場 ケ）外
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共J|l浴室における チェアー浴 ヶ所

介護浴槽 リフト浴 ヶ,iJr 
ケlji
ストレッチャー浴 ケJji・

その他（ ） ヶ所

食‘,;i.: 〇 ぁり 2 なし

人J，叶行や＇求族が利JIl 〇あり 2 なし

できる，il，籾I!，没Viii

エレベーター 〇 ぁり（中．．椅J'対応）

2 あり（ストレッチャー対応）

3 あり (1 ・.,iじ 1• 2に該‘りしなしヽ）

4 なし

ii1|;}jl||d父fiiii 泊火堺 〇 あり 2 なし

A、・，¥J．: • |、I動火災報知没iliii 〇 あり 2 なし

火災辿報，役(liil 〇 ぁり 2 なし

スフリンクラー 〇 ぁり 2 なし

防火↑和用者 〇 あり 2 なし

防災，l/-i1l1j 〇 あり 2 なし

),,:-’令 便Iりf 浴室 その他（廊 I‘―)

緊、急辿恨装iiり':{序 I あり I あり 1 あり Q ぁり

2 •部あり 2 部あり 2 惰IIあり 2 •部あり

◎ なし ＠ なし ＠ なし 3 なし

その他

4.サービスの内容

（全体の方針）

辿＇i玲に関する）j針

サービスの提供内容に関する特色

人浴、排せつ又は食Ji:の介護 Q 厄‘必施 2 委，i［ 3 なし

食＇ドの提供 (J) I‘lら‘火施 2 委，i(: 3 なし

洗i帖、仙除節の‘ネ巾の供・/j. 0 |'Iら実施 2 委，it ;3 なし
健康竹郎の供りこ O I,1ら尖施 2 委i[ 3 なし
安否／itf認又は状況把梱サービス ⑦ i‘Iら＇火施 2 委，it 3 なし

生活札1,t炎サービス 0 |91ら火施 2 委，氾 3 なし
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僚護サービスの内容）※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能

特定施設人／，,:-花1・:i舌介護の）JI|3):(/) 人｝慮樹＇~}に支援）JII麻 I なし 2 )J I l翔l : 3 )JI I仰II

対象となるサービスの体制のイi無
テクノロジーの森人（人

なし あり1 2 
）廣I餘認援）ill狩1関係）

生活機能1,',JI・述携）JII狩 1 なし 2 )J l l椋 l ;3 hll節II

fl.'il別機能，ilII練励II卵 I なし ‘一) )JI I椋l ; 3 )J | I符II

Al)L斎ii:J、't̂、i}JJIIり:i(1 | l i 1 i) U) 
I なし 2 あり

｛ I.）！せ

夜1/il石泌体制）JII籾 I なし 2 あり

似 I:.、ド1・：即、1l茄人），1:.者受人
I なし 2 あり

)J l l椋

科学的介，i馴（辿体制）JIIり：1： 1 なし 2 あり

|'及板機関連挽｝JII符 1 なし 2 あり

11IJ"WWI・：↑↑:PI! (4ゞ;Hl]}JIIり：i 1 なし 2 あり

| lll空・栄j危スクリーニン
なしI 2 あり

グ）JII節

illl浣 ．辿刑、If連携）JII籾 I なし ＇） 一 あり

和lilV)介，；(Q)JII椋 I なし ＇） )JI l1，:I: I :3 )JI I卵II

詔知刷、1/1"1ケア）JII符 1 なし 2 )JI l符 l 3)J||り):u 

サービス提供体制強化）JII l なし 2 )J I l籾 l ； ｝ )JII符ll

IJ1.マ^I.1・ ー 4 )JIl節lll

I なし 2 )) |l椋 l 3)JIl節11
介，；も職員処遇改i(,;)JII符

)JII岱illl )JIl籾JV )JII窮V4 5 6 

介渡職員等特疋処辿改':店
なし )J | l椋 l )JII椋Il1 ‘) 3 

)JII椋

人員配置がT:}',il,ヽ 介護サービスの
あり

（介股 • 石設職i l(/)配i悦率）
I 

尖施のイi無 : I 

2 なし

rJ
 



（医療連携の内容）

|')渕砂く援 〇救急,1((})T配

※複数選択11f 2 人退化'[(/)付き添い

① i山院介助
4 その他（ ） 

協）JI'応／仮機Itl I 名称 近籐クリニック

(l :)りi・ 没媛県西条1liJ,'ilイti:llH

診板科11 内科

協）j,f： ：1・11 内科

協｝）内容 , iJj| ! ! j，；参1i,{.t l :. Ii参

2 名称 西条市民柄院

(l:lifr 愛媛県西条lh小松町妙II'11 521 

診板科II I}、Jf斗・タト科・将形外科

ltf,JJHI I |}、1科• ・ 外科 ・ 招形外科

協））内容 緊急人1況など

協力ll.i科1仮板機閏 名称 iii水伯科1災院

{ l :1 ji・ ，，愛媛県西条di1:'l:JII312番地

協｝）内容 i)j| /iji窃，t

（入居後に居室を住み替える場合）※住み替えを行っていない場合は省略可能

人｝，叶後に),1料を(l・：み杯えるl幼合 I II、lf介，；似生へ移る場合

※複数選択llI 2 介護｝，り室へ移る場合

3 その他（ ） 

1'.Il|lJiJ，し準の内容

酋兒きの内容

辿）JI!的杓川のイi無 I あり 2 なし

｝凶・94も禾ll}| lH’t(/)り又i及し‘

前払令伯却の凋柩のイi無 1 あり 2 なし

従前の），＇ぽとの 而柏の削減 I あり 2 なし

仕様の変史 使所の変史・ l あり 2 なし

浴室の変史・ I あり 2 なし

洗l(Ii所の変更 I あり 2 なし

台所の変史 1 あり 2 なし
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その他の変更
ぁり

（姿史内容）

2 なし

（入居に関する要件）

人），叶対象となる者 !'I、99：してし、る者・ Qぁり 2 なし

【火ぷ’j切'l] 要文援(/)者 Qぁり 2 なし

要介設の行 Qぁり 2 なし

留絃’li瑣

契約解除の内容 契約，l［に1リl,iじ

解約条項
’li製i・：体から解約を求める場合

fili9i,:{l f’: 1 ［ ！り11/i l lヶ）j

人／凶者からの解約rmり11hl lヶ）l

体験人）心の内容 I あり （内容： ） 

◎なし

人／，！淀員 l0人

その他

5 職員体制

※有料老人ホームの職員について記載すること （同一法人が運営する他の事業所の職員については記載する必

要はありません。）

（職種別の職員数）

職員数（火人数） 祁；勤換節人放

合i|• ※1 ※2 

‘i ii勤 J I吋噴j

竹t11！者 I I 0. 3 

生括相談li 

直接処遇職員 2 l. 5 

介，護職員

石訛職員

機能訓練指袢員

,il-l1i1j作成4WL1者

栄i径 I: 2 I I I. 3 

調PI!ii 3 2 I 3. 5 
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‘l f・脩i'l

その（叫哉員

1週間のうち、i;;ti’i)j0)従菜者が勤務すべきII、lfIiil数※2

※l 祐＇勤換り］人数とば、ヽlhi亥’j汲I ji•(/)従業行(/)1.i)J務延II 、1i|{ll放を‘喩亥事業所におし、で常勤(/)従菜者が勤務すべ

き11.'fl/ll数で除することにより、‘'i，；亥’li業所の従裳行の人数を常i’i)J0)従業者ーの人放に換籾した人放をし、う。

※2 特油施，役人）、,:-ri-11：・話介設^ 、かを提供しなし、場合ば、 11じ人1凄 c

（資格を有している介護職員の人数）

＼ 
合，i|・

i ; t i’リJ JI：常勤

t 1 •．会t，'1i h 1 : l .• 

介設ti',¥til:I: 

火務者｛i)［修の修J9 行

(II|)揺tii）［修・1級課程）
初（f：者・｛i)［修の修（者

I 
(11 1 2級，j果程）

介設文援’、1/1"]員 l I 

（資格を有している機能訓練指導員の人数）

＼ 
合，i I•

柑；勤 }I奇；t勤

石訛1':IIi又は准石・，；仰l|i

f I !‘‘躍，aLI:

竹：裳椋法 1__ 

，謡{il齢‘tI: 

未道1i邪復1,}l|i

あん摩マッサージ指J1J:11i

ばり19:1|i

きゅう1,hli

（夜勤または宿直を行う看護・介護職員の人数）

夜'.ii)J‘間の設加l.『|Ill( II、If~ II、If)

---- 平均人数 最少II、1i人数（休憩者等を除く）

石-,殴職員 人 人

介，護職員 人 人
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（特定施設入居者生活介護等の提供体制）

特‘IL施設人／凶・者'|.ー．活介護の 斐約 1：の職ii配ii1i':比叶灼 ・ギ a l . 5 : ] 以 1 ・・

利川行に対する行護・介護 【Kぷ'|ijt[】 h 2 : I以 I・.

職i位）＇， 1ill合 (、 2.5: l以 I・.

(.般咽特走J他役以外の場 d 3 : 1以 I・.

合、本欄は省略II「能）

実際(/)配ii＇ヽi:比率

（叫人11時、点での利川者放：‘,府勤換加懺il放）
: I 

※広閥ハンフレット罪における，記載内容に合致ナるものを選択

外部サービス利）Il1刊特疋施設であるイi料 ホームの職員数 人

ど人ホーム(/)介設サービス提供体制（外 li)j|i¥l介護‘li業所の名称

部サービス利川刑特走施設以外の場合、 ii)j|!il和應Ii業所の名称

4ゞ札糾ま＇省 Ill各11[f距） 辿所介，i位'|i業所の名称

（職員の状況）

（也U))［油i努と0)Jit秒5 | Q ぁり 2 なし

業務に係る賢格 Q ぁり
竹：J:11！者・

＾ヽべtj.: • | i筍格雷）名称 I介護支援’がl11lll 
2 なし

石護職il 介護職員 I I訊・11 1 i i炎li 恨能，；11|伶Ii指祁員 ,i hIhi作成4l l‘li者

叶ii.i)j ~I芍‘;；；勤 ,,;ii勤 41'常勤 ,,, ii勤 .Jl,;;i:,勤 常勤 」I';ifi’i)J ?iti'i)j ..J I各’iti’i）J

前年度 1年間(/)

採川行数

前年度1年間の

退職者数

比什じ． 祁翠
1年木秘i

1年以K

の屁• しl i: 
3年未満

公［
3年以I・.

5年よ満
に
5年以I:

10年4ぐ悩i

10年以I・・

従菜者の健康診断の‘火施状況 Q ぁり 2 なし

，
 



6.利用料金

（利用料金の支払い方法）

J,1:•(l·:0)Hi:{ll］［多態言 Q利川権）ぶ

【」こぶ'|i.Jl'i] 2 紐物貨貸借）j式

3 終身建物賃貸借}j式

I 令額前払しヽ ）j式

2 咋l¥111i払し、． ・;':-1; J l払しヽ）j式；

利J| l料金0)文払し、方式 ⑤ )l払しヽ ）ぷ

【表ぷ’l団＇［】 4 選択）j式 I 令額前払しヽ）jJ.心

※該‘りする）j人を令て選択 2 .i邪Wi4・ムしヽ ・ ・;'fIi l l i1、しヽ）jJ..し

3 Jj払し‘方式

年齢に応じた金額は必 I あり ◎なし

嬰介護状態に応じた金額11父疋 1 あり ②なし

人1h訊かによる 1く{I••11.『における Q噸’iなし

利川料金(JJ払しヽ）のり又扱し、 2 II‘，りIVJ,ll・節で減額

:3 ィ-:(1:・．lり111¥J力i 11以 1：の場合に限り、 11・,1;11り，i|切で減額

利JIJ料金(/) 条件

改疋 T続き

（利用料金のプラン【代表的なプランを2例】）

フラン 1 フフン2

人J凶者の状況 要介，i俊／文 嬰介，護：4 疫介股3

{ | :・齢 72歳 96歳

),,：・ヽ令の状況 J~1fliM 18. 68 m2 18. 22 1112 

便19i ①ィ［ 2 ‘1‘Il‘f‘ : ◎ィ，• 2 1ヽヽIIヽtヽ

浴‘脊 I イi 9 1！焦 1 ィ1. ⑤無

台所 1 イi ⑤、無 1 イi ⑰、I應

人），1:.II、If，点で必要な1It川 前払金 I (J | l l 

敷金 120, ooo l'l 120, ooo l'l 

Jj紅＇潰川の合，I|• I 1 J l'J 

、ぷ賃 ,12, 00011] '12, ooo l'J 

サ 特疋施設人屈者位舌介護※lの割Il I l l I l l 
| 

食'l,i: '13,200111 ビ

腐［ 
43, 200円

ス

闘 竹.£11!'桜 （共益‘lit) J5, 000 jlj 15,000円

介，；似伐川 l'l | I l 

2 光然水粋 l0, 000 P l 10,00011] 

10 



I I Iその他 ('1:.i舌文援サービス）J 20,000円］ 20,00011] 

※ 1 介股］＇9|リj.J梱成件沿I利の場合を含む

※2 イi料老人ホーム1i業としで受領する伐川(ih|1!l介護などの介設保険サービスに閏わる介設'l't川ば、

詞法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には出人していない）

(i l•:) NI I K受{,j料につし、てぱ、人），l:・者が{lhl々 で契約して負担してくださし、

（利用料金の算定根拠）

1し11 符．止根拠

、琢・・(只r: 地域の竹貸(l・:'む叫：II場

敷金 、ぷ賃(}) 3ヶ月分

介護＇lじ川 ※介，護保険サービスの1、1己負担額は含まなし‘。

竹：J:11!1[ J,1ぽ(/)祈柚やゴミ捨て、共イi部分(/)泊柚や管狸地(/)ゴミ捨てぐ序

食杓 ,;iJ|食： ,100Iリ 杜食： 670円 夕食： 670円 おペ:"0:150円

光然水＇｛｛’ 室内の山灯やエアコン、その他の屯知製1品などの終II（史川分

利川者の個別的な選択にt 別添2

るサービス利川料

その他のサービス利JIj料 /1・・話支援サービス11i, 20,000円税別

（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠）※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない

場合は省略可能

1,i,II 筍祉根拠

特疋施は人J凶者'ti舌介，護※に対する1,1己負担

特定施設人｝＇叶者•'U舌介，殴※における人員配i;/i:が T·-l'科、場

合の介護サービス(|・＿乗せサービス）

※介護r防・地域件ぷ刑の場合を含む。

（前払金の受領）※前払金を受領していない場合は省略可能

椋定根拠

想定），1｝(l期間(ff国1年）J数） ヶ）1

fti却の開始11 人屈II

想崖），、1：•(i・：期間を超えて契約が継続する場合に備えで文
I l l 

領する額（初期fi't却頷）

ト）j!り猾’tK|l才t ％ 

返令(/) 人屈後3月以内の拠約終（

窮走方法 人屈後:3JIを超えた契約終（

11 



llij払金の I 述幣（呆，1-l卜を'fJ・う銀イi.I；かの名称

保↑．先 2 ti・，i(;契約を1Jう（，．揺会社勺i;(/)名称

3 保，；l|：保険を行う保険会社の名称

4 令11、1イi料老人ホーム協会

5 その他（名称 ：

7.入居者の状況【冒頭に記した記入日現在】

（入居者の人数）

、ドl)Jlj 男性

女性

｛ ！灌fi朔lj 65 1,91位木・悩i

65り位E)、1• _ 75 1,91位オぐi,:灯

75ぶ応じ人 1..85 1，ぷシKi晶i

85 1,91位以 I・.

変介護度別 | 9 1、,f.

要文援 l

要文援2

疫介護 l

要介，i股2

要介護3

嬰介，護：4

要介，t包5

人／，1；・]り11/il別 6ヶ）j木満

6ヶ月以 1・・ 1年木満

l {l :・じJ、 1 :5 {-1 ：・オ-::i晶i

5ィ，：↓）、I・. 10 ，，＇：・オぐi晶i

1 01 1 :•以 I: 15年」講i

1 5 年以 1••

（入居者の属性）

平均年齢

人屈者数の合i|・

人l，叶率※

※ 人／，1:・者数の合，i|を人｝，！淀員数で除して得られた割合，

12 

） 

3人

7人

0人

0人

1人

6人

0人

0人

0人

2人

1人

3人

l人

0人

2人

1人

6人

1人

0人

0人

88.6歳

lO人

100% 

・時的にイく（じとなっている者も人い者に含む。



（前年度における退去者の状況）

退l；先別の人数 目宅ぐ序 0人

社会福祉施設 0人

凶仮機閲 0人

タヒ亡 1人

その他 0人

'1'.lififq伶船JO):lki兄 施設側の1|Iし出 0人

（解約’1,:111の例）

人屈者側のIIlし出 0人

(f'1｛｛者{、J'|i・|1 | 0）（夕・11)

8 苦情・事故等に関する体制

（利用者からの苦t青に対応する窓口等の状況）※複数の窓口がある場合は欄を増やして記入すること。

窓11(/)名称 エンジョイライフJ泣之江II~芹j;:務所窓11

、I1U―-れ;1r'1←fjガ)-・1り1. 0898-,Sfi-8 l l l 

対応してしヽ る時間 ‘I i• | | 8 : 30~17: 00 

I :IIM 8: 30~17: 00 

1111針・祝II 8 : :{O~17 : 00 

疋休11 8: 30~17: 00 （）＆本的に定休11ぱ改けてし、なし、）

（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応）

担‘，片賠(‘ii責任保険の）JII人状況 〇 ぁり 賠伯保障(Jj他，没 ．I杓；伶物 ・受，it物）

屈宅サービス ・J,1ぽ介護文援‘h業者^ 介の（呆Iii;i:

2 なし

介護サービスの提供により賠俯すべき ‘li I あり （その内容）

1牧力ゞ 発牛．したときの対応 ◎ なし

,li故対応及びその代）jO)ための指針 〇 あり 2 なし

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等）

利用者アンケート，淵代 尖施11

邸見箱ぐ序利川者の政見等
I あり

なし結果のI}llポ L あり 2 

を把梱する取組の状況
◎なし

13 



筍i • ●．行に上る，；9|袖11iU)‘必施 実施11

状抄L I あり ,;竹||j機閏名称

結果のI)廿小 1 あり 2 なし

◎なし

9 入居希望者への事前の情報開示

人／，叶契約，1：:(/)雛形 I 人），叶希叩行に公1)廿

2 人J凶希惰行に交付

① 公1}廿していない

竹:.flI ! li lf’, ! ・ I 人），1;・｛i汽惰に公IJfl

2 人），叶希刑者に交付

① 公1}廿していない

’li業収文計11l1j1l:・: I 人｝，叶希叩者に公1)廿

2 人｝，l:.希望者に交付

① 公1)廿してし、ない

lH務諸｝くの変旨 1 人｝，叶希叩者に公1)廿

2 人／，r:・希叩者に交付

① 公1}廿していない

財務諸k(/)})；（本 I 人）心希芹惰に公1)廿

2 人J,1濯汽情に交付

① 公開していない

1 0.その他

辿料；懇談会 1 あり (|}鼎凋此）年 1111 

①なし

① 代枠措iifi:あり 小規校多機能刑Jけ屯介護の辿‘料；推進会議を行ったと

きにサービス付き邸齢者訓けサービスの内容も含ま

れて行っている。（コロナで現在は行っていない）

2 代杯措i悦なし

提挽ホームヘの移イi・ I あり （提携ホーム名 ： ） 

【iくぷ’li項】 ①なし

イi料老人ホーム，没iPHl『の老 ①あり 2 なし

人福祉法第 29条第 1項に規 3 サービス付き闊齢者向け住屯の登録を1iってしヽ るため、 1:’:iil伶者のい(l:(/)

疋する］111/I¥ 安疋確保に閲する法律第23条の規定により、 hrl出がイ沙ど

闊齢者の），1}｛l：の安走確保に 1 あり 2 なし

14 



閲する法f|t第5条第 1項に

l1揺寸るサービス付き揺齢

者1付け（l主(/)秩録

イi料老人ホームはii..直営指 1 あり ① なし

消．指針「5.規校及び構造，没

iliii」に合致しなし、’li瑣

合致しなしヽ'li・瑣がある場

合の内容

「6.既（r建裕物節の固ll I 適合している（代替措ii..i:) 

の場合節の特例」への適合 2 適合してしヽる（将米の改;,:名ll・11hi) 

1・'1: ;~ 適合していない

イ［料老人ホーム設ii霞＇料 ；指

消．指針のイ適合'l切＇i

イ汎適合’li・項がある場合(})

内容

沿付，I¥:類：別添l（別に‘必施する介護サービス覧火）

別添2 ({|kl別選択による介渡サービス・＇此表）

※ 様

I i免1リj{ I :.) | | | 
••

· /
1
 

) | II 

説明者料•名

※契約を前提として説明を行ったJ場合は、説明を受けた者(/)冴名を求めるし

15 



別添1 事業主体が県内で実施する他の介護サービス

介護サービス笠の種‘fii (}i―ー，没・ト作り足U):i)、•I兄 ,li業所の名称 所在地

く），1：・‘むサービス＞

油1/¥l介護 あり なし (Jf•，戊．隣按
l;Jj|ill人浴介護 あり なし 併設・隣按
,Wllil石訛 あり なし 併設 ・隣按
Ii)j|1ilリハビリアーション あり なし ()1濯父 ・隣接
),!『道，廿笥J:11l指消 あり なし 併設・隣接
辿所介，；危 あり なし 併・，役・隣接
油所リハビリアーション あり t［し 併・設 ・隣按
短期人l刷・・話介，護 あり なし 併設 ・隣桜
短期人1Yi・1f.d危介，；心 あり なし 併設・隣按
牡：、正）j仙役人｝，叶者・生活介護 あり なし 併設・隣按
h,’i h1 :l | l ！しi惰1)• • あり なし 併設 ・隣按
4.li:KL:h\i h1•J I l ! t.llズ‘)し： あり なし (j I••設 ． 隣接

<.l也域帝着・）｛リサービス＞

印りji(<<|ll1 • 閲I、If対応)~りiihl,1\J介護石設 あり なし 併設 ・隣桜
夜11，il対応吼i)j|iil介護 あり なし 併・1役・隣接
，忍J、:111,i,：．対1、t;1i'b通I91・介，殴 あり なし 併設 ・隣按
地域件沿:11;'血｝印i介，迎 さら なし 併・，没 ．隣接

シグナルケJフ 西条l|i北条1696 
ステーション

小規校多機能刑），叶‘む介護 は心 なし 仙：設 ・隣按 エンジョイフ 1JLf条lii1し．．之iUl7
イフ 1へと;,:

i忍知11,'1げ文、tJ、t;I『Ijし：I，il4 :j舌介‘i匙 あり なし 併設 ・隣按
脚戒件沿j:/『！卯i走｝i匝，役人），サ者’1・・話介，没 あり なし 併設・隣接
励餅況漕’！介，；いど人福祉施設人l}渚4・話介護； あり なし 併設 ・隣接
石・，渡小規校多機能咽J1唸介，；股 あり なし 併設 ・隣按

J心‘む介，巡支援 あり なし 併設 ・隣按

<J,1}‘む介，i股r防サービス＞
介護f防,Wll¥l人浴介護 あり なし 併設 ・隣桜
介護 (1リj,ih1:!j看護 あり なし 併，没 ．隣桜
介護1'1リj,i)j|HIリハビリプーション あり なし 併，没 ・隣接
介護(,Jl)j/,1:・‘むサ；柑計’呼I！指）＃ あり t~し 併設 ・隣按
介護[,I加Ii所リハビリプーション あり なし 併設 ・隣接
介，i§ f防短期人1リVI・:i舌介，i投 あり なし 併設 ・隣接
介護f4坊矩期人JiJj・療・投介，；必 あり なし 併設 ・隣接
介，i投f防特疋施，没人屈花1話介護 あり なし 併設 ・隣按
1t,i・(&J'|リitwh1:J I l l t.1庁'J• • あり なし 併設 ・隣接
牡孜上介‘，；俊f作）i柘，i ~1 1:JI J WU又ヽJピ あり なし 併設 ・隣接

＜叫或件沿＇i刑介，護f'防サービス＞

介護f-1リi認知症対応咽辿l9r介護 あり なし (jiぅ没 ．隣按
介護f'防小規校多機能咽},,;-‘む介護 あり なし 併設 ・隣接
介，i俊 f防認久11,1企対応叩！」し1li] 4・：活介護 あり なし 併，没 ．隣按

介，護!(,防支援 あり なし 併，没 ．隣接

＜介股保険施設＞

介護老人柘’ihl施設 あり なし 併設 ・隣接
介，i應老人保健施設 あり なし 併設 ・隣桜
介護療柑咽1災療｝i仙没 あり f［し 併設 ・隣接
介護1'及板I浣 あり なし 併設 ・隣按

＜介護f9防 • | |‘,;r,•II・・話文援総合 'li業＞

,i)j|/il丹＇！サービス あり なし 併設 ・隣按

16 



辿所咽サービス
その他の文援サービス 長
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別添 2 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表

特定施設入居者生活介護（地域密着型・介護予防を含む）の指定の有無 なし あり

特定施設人J,1：・行生
活介護1'tで、、足施す
るサービス （利JIJ者

・部負担※I)

個別の利川料で、実施ナるサービス

（和llIj者~ カ ；`1‘・各tii'lれl)

包含※2
都度※2

介 ．一

なし あり なし V 

――翌歴ニー・ロローロニニ＿ニロ！ロニ万り口:-一塁［ニー 一言十• -—•一—―

吃□巫歴―ーロニロニ＿＿ー：：、王ーニ―-•`土―：こ―-三 ロニ詈亨 4- - - ----

＿言亨秤完町―—---l―万亡―――戸――可―--――万―し_..→-- - 0 •— 
-----ー------7立―--―訂り――-—壼戸 ―-•—•応）―•

- -------7江―――-..―記可―--―万じ---

料金※3

侃i ¥
,、

I. 300 h 
~ ~一

I. ~00 h 
I—• -- - - ~ ・―”` -f. - ---

I..,OO h 
" "~ ---- ~— 
I. 300 h 

l —-L 

9---~ - - ~•ー．—」-ト―-- -- 1-- .. ... .. . •一---·------·
I.. 300 h 

t-·-···-··•--··~ 9 • 9 •~ •一•--t-···—-
2. 0()() h 西条市しなし、であること

生活サービス

直厨I: -----—ー・ー なし ―＿ー・-一色竺＿＿ ＿が上＿・一 -皇 | 0 

嵐冒［；―-口ニ―ーロニ~二：―――-—----:t-[-:-9⇔:-]ーロニ言□□ 鱈——+-----し-- --1  
謬 謬叩言詞霞「元石濯―~----[C上＿ー・一＿＿―-あ］―- 一廷—-—竺ー」―-—--Q-—+------ト・—―- --•_, 

健言霞三ーロ＿―-三ーーロロー：一＿―-喜 ：＿□］＿ ＿ ］ 一 ll00円 ・1 - - - a —- . -• --
※flj i11 てさる範囲を明 6/1•化十ること 一•I
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中
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送
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整

人

天
一人

I --- l . -•. - - -9 --•一-·一 ・• - -.--• --•日--·
2. 0()0 h |※付添し、かできる範l用を叫帷化すること

ー•- -• • ` _.. --•—• • •• 一 •一 ·

1. 3 (){J h 
--1----

1. ;;oo h 
※ 1 :利川者の所得等に応 じて 負担割合が変わる (I割 心t2割 のj:IJJII者’u担）
※ 2 :「あり」を泣人したとさ ！t、 各種サーヒス(/):l'tm、ク．ヽ Il節のサーヒス1tlIl ：こ包含される Ji；合ど 、 •リーヒス 利用 の都度払し、：こ L る場合に応じて、し、すれかの柑1:­
※ 3 ：都度払し、の場合 、 1回あたりの金額など、iji,位を明確にして記人十る
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別表

有料老人ホームの類型

IJ・' 

fー
ー.
l
 
，
 
.
1ァ
7、'、 l［肘内の説明
介設付イi料老人ホ介護i勺｝• o)サービスが付し、た闊齢者柏l けの /,1:•(l ：施設でナ

ーム 介渡が必疫となって も、 ‘11rl亥イi料ど人ホームが提供ナる特崖施設人／，叶者•I|•：活

(.般刑特疋施設介波を利川しながら ‘lii亥イi料ど人ホームのI11;.'令で生括を継続するこ とが 11f能

人），1:.X・1U舌介訛） です （介護サービスばイi料ど人ホームの職員が提供します 特疋施設人），叶者

生括介，他の指走を受けてし、なし、イi料老人ホームにつし、ては介護付と及J~ナる

ことぱできません ） 

介護付イi料老人ホ介，巡等のサービスが付し、た，：’：iili合者向けの），1;-（l:施設です

ーム 介池が必要となっても、 ‘'hi亥イi料ど人ホームが提供する特‘疋施設人），1;.者'ti舌

（外(::11サービス利介護を利川しながら‘11i亥イi料老人ホームの｝心屯で生祈を継続することが可能

川 lfj彗＇i走施設人）けでナ （イi料老人ホームの職員が安否／龍忍や，i|・|1hi作成^ 、序を＇火）j他し、介泄サービ

者生活介泄） スは委託先(j)介淡サービス •11: 業所が提供します 4、'i止施設人），叶者• II・：活介護の

指疋を受けてし、なしヽイ［料老人ホームにつし、ては介護付と火ぷすることはでき

ません）

住‘む咽イ［料老人ホ牛活文援 、^序のサービスが付し、た，i：illiiぅ者柏lけの1，叶（l：施設でナ

ーム（注） 介，；段が必要となった場合、人），片者1、I身の選択により、地域の，；｝j|lll介護勺辺）介

護サービスを利川しながら ‘li,i亥イi料•老人ホームの），叶室での生活を継続するこ

とが11f能です。

（建tit1~'! イi料老人ホ食 '1沢序のサービスが付し、た闊齢者 1{,l けの），,;-(1:．施設です 介，i投が必＇災となった

ーム（注） 場合には、契約を解除し退1、：しなければなりませんc

往） 特疋施設人）I’}者生‘]舌介泄の指＇疋を受けてし、なしヽホームにあっては、 li、:;1,:、ハンフレットぐ序にお

し‘て 「介股付き」、「ケア付き」節の｝もドを行って（かヽけません

〇有料老人ホームの表示事項

表ぷ'Ji:項 表ぷ1叫‘［の説1リj

），叶ftO)f俗禾lj)f多 利JIl権）j式 紐物賃貸(1,ti契約及び終身仕物賃貸偕拠約以外の契約の形態

態（右のしヽず で、い（l：部分と介泄や牛i舌文援等：のサービス部分の使約が・

れかを表ぷ） 体となっているものです。

他物賃狩借）jJ..心 貨貸（ l：宅における），1:· 住の契約形態であり、），9：• (l:{f|1分と介護怜

のサービス部分の契約が別々 になっているものです。人），l｝者・

のタビLをもって契約を終 （するという内容はイ［効になりませ

ん。
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終身仕物賃貸借）j 俎物賃貸（P,：J及約の4か別な 1:ti咽で、都道）（9•f県知'j;:から邸齢者の

式 屈(l:u)安‘必確保にWIする法律の規庄に），じづく終身建物賃貸借

•j;:架(})，忍 II「を受けたものです 人J,1}者の死亡をもって拠約を

終［するとI,,ヽう内容かイi効です

利）ll料の文払 ↑．額1iii払し、）jJ.心 終身にわたっで文領する‘系賃又ばサービス粋川の令部を1lii払

しヽ）jJ:¥:: 金として•括して受似十る）j式

(frl・Yl-:2) • i＇紺 l）fi払しヽ• ・部 終身にオ）たっで叉府げる‘ネ・賃又はサービス 1¥川の•部を 1lij払

l l払しヽ ）jJ.心 し、として 4舌受領し、その他はJj払し、する）j式

) j払しヽ ｝j式 前払金を受領せず、、幻以ぱサービス1，（川を）l払しヽ する）jJ.心

選択）j.lし 人），叶者に上り、仝額,iii払し、方式、 •部 1iii払し、． • j'{-Ii) l払しヽ ）j

式、Jl払し、）j式のしヽずれかを選択できまナ どの）j式を選択

できるのかを併せて1リlぷする必要があります，

人l,l:.II、1位）＇災件 人），りII、『I’l、ケ： 人），1：・IIかにおしヽ て 191、99：である）jが対象ですぐ

（イjU)し、ずれ

かを表ぶ）
人J,1:・II、If要介，i投 人｝，1:・IIかにおしヽて要介護認‘正を受けてし、る）j(t'.:文援認‘疋を受

けてしヽる）jを除く）が対象です，．

人J囚·時疫文援 • '炭 人），り時において要文援謡ぷ又ぱ要介訛認‘ぷを受けている）jが

介，i般 対象です

人），｛•II,『 I‘| ¥,9：・要文 I、1、,I：である）jも裳支援，認疋 ・要介，；投，認疋を受けている）jも人

援 ・災介泄 屈できますし

介護保険 愛媛貼指＇疋介，巡保 介，護が必要となった場合、 ‘lii亥イi料老人ホームが提供する特：

険特‘ぷ施設 走施設人）l1｝者4:．活介護サービスを利川することができまず

(.般竹＇！特疋施 介護サービスはイi料老人ホームの職員が提供します。 (tl:.3) 

設）

愛媛県指‘崖介，必保 介護が必要となった場合、ヽ1111亥イi料老人ホームが提供する特

険牛＇i:‘疋施，没 定施設人），1:. 者•I|.:i舌介護サービスを利川することができます，

（外部サービス利 イi料老人ホームの職員が安否(i'(I認や計11hj作成 、^りを火施し、介

川刑特‘疋施設） 渡サービスは委託先の介泄サービス']i:業所が提供します。（注

3) 

在宅サービス利川 介護が必＇災となった場合、介i必保険の在宅サービスを利川す

l l[ るホームです。

｝，叶屯区分 （イi 令・、+:(IA|‘+.: 介護が必変となった場合に介泄サービスを利川するための・

のし、ずれかを 般），！：・室又は介護），I.：・宅が、すべて伽l宅であるホームです。 (i l:-

表ぷ。※には 5) 

l ~ 4 (})放{II¥: 相部）や．あり（※人 介護），l沼；はすべて伽ぽではなく、相部）4tとなる場合があるホ
を表ぷ） 部）哨～※人部）i；) ームをし、いますC

(il:.4) 
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•般叩特·疋施 I I. fi : I以 1•. 

はであるイi料

老人ホームの

介護にかかわ

る職員体制 I 2: I以 I・.
（｛ i(/）し、ずれ

1Jヽ を表ぷ）

(i l:. 6) 

2. fi : I以 I・.

3 : I以 I・.

現在及び将末にわたって疫介泄者：3人に対して職員2人（＇災

介護者 I.5人に対して職員 1人）以 I:(j)',1ill合（年度ごとの平・

均値）で職員が介設に‘りたりますこ これば介護保険の特‘崖施

設人），l:· 者パ・：括介護の）炉化の 2 伯以 1••(/) 人数ですし

現在及び将米にわたって要介渡者2人に対して職員 1人以 I・.

の＇，り1合（年度ごとの平均徊l:) で職lしが介設に‘りたりまず．こ

れは介渡保険の特疋施設人），叶ri・11・・話介護のJ占準の I.5 f森以

l:O)人数です

視在及び将末にわたって＇災介，i投行 5人に対して職員 2人（＇災

介，；危者 2.5人に対して職ii l 人）以 1••(/)',1fII 合（年度ごとの ‘|1

均i直）で職iしが介淡に‘りたり主す これぱ介護保険の印i:91ビ）他

は人），l:・ 者'|:.i舌介必で、丁：）＇m、ヽ 職ii体制であるとして保険外に
別途＇｛，（川を受領できる場合のJ 1し準以 l:(j)人数ですU

現在及ぴ将米にわたって要介護者3人に対して職員 l人以 I・.

の‘II;ll合（年｝文ごと(j)平均佃l:) で職iiが介淡に‘りたります 介

護保険(j)牡‘'と施設人），叶者生活介護のサービスを提供するため

に少なくとも悩iたさなければならなしヽJK湘以 I・.(j)人数です

三[|三□］！：ロニ：：：：竺□：：口：：方：し‘
老人ホームの サービス·j~業所

介護サービス i)j|1il介，i般

提倶体制（※ ※※※※※ 

に職員数、※ i)j|HI石，淡

※※※※に介 ※※※※※ 

，護サービス’Ji・・ 辿所介，i投

業所の名称を ※※※※※ 

人れて｝くぶ）

（注 7)

その他（れに 提携ホーム利川 II「 介設が必要となった場合、提携ホーム(,,i]・，改散者のイ［料•老

謡りする場介 （※※※ホーム） 人ホームを含む）に住み杵えて（地域衛着刑）特疋施設人），1:.

にのみ表ポ。 者牛括介淡を利川することができます。 (fr 8) 

※※※に提携

先のイ［料老人

ホームを人れ

て表ぷ）

注 I) ど人福祉法の改 lいを受けて、従米ぱ「 ・|l.li金」 「 •II 、1i令）j式」と叫1設してし‘た項 II に つしヽては「 1iii

払金」 「前払しヽ ）j,:し」と修正してしヽ ますが、‘り面の1/il、Iぶ約、ハンフレット＾、序におしヽて「 •Il.lf金」

「 • II.『令）j式」としヽう）り現を使川するこ とも叶能です なお、 「前払令」につし、てば、、ぷ賃又ば
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サービス'l't川の前払いに Kって構成されるも(/)であることから、その実態を適切に表現する名

称として、広店、ハンフレット等の史祈の機会に応じて、 IIIi！次、 「前払金」としヽう名称に切り杵

えるJ::うにすることが叩ましし、ものと与えます

it 2) 「Ilij払金）j人（従米(}) •l1.ti令）JJ.-心）」につし、ては、 「家［1又はサービス1'i,}IjU)令額を1'1討j払し、ナる

こと」と、 「＇永パ又ばサービス粋川の・部を 1iij払しヽし、 ・祁を）l払し、すること」でば、文払）j払に

大きなi如ヽがあること1）、ら、 llliれ．を「令額前払し、力式」とし、後者を「・；f|渾i払し、． ．i，t|; J j払しヽ ）j

式」 としてし、ます， ‘＇・, 1fliの間、 li、;1,:、／ヽンフレット等におしヽて、従米どおり 「• 11.1J•金）jJ.-し 」 としヽ う

｝ぐ視を（岬げることも II［能ですが、その場合であっても、人｝，1:・（初判者 ・人｝，1:・ 行への説1リjにあって(t、

家賃メばサービス1't川(})全額を1lij払し、する）j式なのか、 ・i,f|iをllli払し、する）jJ.-しなのかを、 l・＼淑に，，兒

明することが吼まししヽも(/)と与えます

汁． :3) 人｝凶・行が佑叩ナオしば、` ＇i,；亥イiH・ ど人ホームの特‘必施設人｝，叶ri・'I：括介，；もサービスに代えて、，；｝j|1！1介

設^`i'i：(})介、；Ifサーヒスを利川することが III能です

注4) 般），咋ば十べてfl,',!‘ギとなっています この Kぷ 'l~瑣ば介護｝，1 :·宅（介，護を受けるための , ,I/ JI ) の宅）

がn,1il宋か＋11部屈かの区分でーに従って、介護），＇：・宅を特に，没けず、 ・般），r：・、点におVヽ て介護サービスを

提供するイil・・:I・ど人ホームにあってば、 「伯庄介，；も」と K・ぷすることになりま十

il・: 5) (Il料室とば、建祖）よ準法第30条の 「料1：代」により脳てられたものに限ることとしてし、主すので、

・U)}辱をふ十ま、＂fii)JJ.-しの収、収納ぷ具等に上って複故の空間に区分したものば個在でぱありま

せん，

汁：．6) 介護にかかわる職員体制ば、‘'i，；亥イi料老人ホームが現在及び将米にわたって提供し Kうと想疋し

てし、る水準を及I・；するものです 従って、例えば、現在は＇災介，；も行が少なく I.5 : I以 1ーを悩iたす場

合であっても、要介護者がJ-¥y1えた場合に2.5 : If’，切｝文以 1-.u)介，；似サービスを想走しているJ幼合にあっ

てば、 2.5 : I 以 1••(}) 及ドを行うことになります なお職員体制の籾走）ji去につしヽては、 「指＇疋），叶宅

サービス^、；i：(})'1口‘j:(})人員、設(Iiii及び述，i玲に関する），＼準」第175条第 1瑣第 2りイ及び1iil第 2瑣の規

出に Kります なお、 「l.5 : I」、 「2: I」又ば「2.5 : I」の丸ドを行おうとするイi料ど人ホーム

につしヽては、年炭ごとに職員の＇， 1;,1合を加とし、 Kぷと＇必態の乖離がなし、か 191ら検，iJ|：．するとともに、

人｝，＇：・行等：に対して符出結果及びその窮走）j法につし‘て説明することが必＇災です

注7),ihllil介護、i)j|/ij石・，；股及び辿1折介護以外のサービスにつし、て、委，；［先のサービス＇ド業所がある場合

には、サービス区分及びサービス1i業所の名称を表ぷすることが必要です

注 8)提携ホームにば、介護ど人保健施設、 1,ii院、診板所、特別必護老人ホーム＾、序ば含まれません
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